
 

 

住宅宿泊事業法施行条例の施行状況等について 

 

１ 条例施行状況（条例改正要否等）の検討について 

 ⑴ 必要性：条例の規定（附則第３項） 

   住宅宿泊事業法施行条例（平成30年岩手県条例第51号、平成31年２月１日施行。以下「条例」と

いう。）の附則第３項において、次のとおり条例施行状況の検討について規定されていること。 

知事は、この条例の施行後３年を目途として、この条例の施行の状況について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

⇒ 令和４年２月に、検討を加える目途とされる条例施行後３年を迎える。 

⑵ 背景：法の規定（附則第４条） 

  住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号、平成30年６月15日施行。以下「法」という。）の附則第

４条において、次のとおり法施行状況の検討について規定されていること。 

政府は、この法律の施行後３年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討

を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

⇒  令和３年６月に、検討を加えるとされる法施行後３年を経過することを踏まえ、国（観光

庁及び厚労省）は、令和３年度に法の施行状況に係る検討を実施予定 

 

２ 条例による住宅宿泊事業の実施制限の概要 

  法の規定上は、年間180日まで住宅宿泊事業(民泊)の営業が可能であるが、法第18条※1の規定に基づ

き、本県では生活環境悪化の防止のため条例により以下の区域に係る営業日数の制限※2を行っている。 

 ⑴ 学校周辺（敷地周囲100メートル以内） 

   営業可能日：土日祝日及び学校の休業日(いわゆる夏休み、冬休み等) ⇒ 年間110日程度 

 ⑵ 児童福祉施設周辺（敷地周囲100メートル以内） 

   営業可能日：土日祝日 ⇒ 年間60日程度 

⑶ 住居専用地域等 

   営業可能日：土日祝日 ⇒ 年間60日程度 

    ※1 法第18条：都道府県（第68条第１項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理す

る保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等）は、住宅宿泊事業に起因する騒音の

発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認め

られる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅

宿泊事業を実施する期間を制限することができる。 

※2 事業者からの申請を踏まえて広域振興局長が認定することで、制限解除(=年間180日までの営業)が可能 

      なお、制限解除に係る認定の有効期間は１年（更新可） 
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３ 県内の住宅宿泊事業の施行状況 

⑴ 住宅宿泊事業法に基づく届出等の推移 

時期 H30.6.15(法施行日) H30.12.14 R1.6.14 R1.12.11 R2.6.11 R3.1.12 

届出件数(A) 10 30 38 51 63 70 

事業廃止件数(B) 0 4 6 7 8 12 

届出住宅数(A-B) 10 26 32 44 55 58 

【参考】全国の届出住宅数 3,728 12,571 16,528 20,200 20,766 19,570 

⑵ 市町村別の届出及び制限解除の認定状況等（令和３年１月12日時点） 

 

 

 

                                        【単位：件】 

圏

域 

市町村 届出

件数 

制限

区域 

制限

解除 

盛
岡 

盛岡市 5 2 1 

八幡平市 5 0 0 

雫石町 3 0 0 

紫波町 2 0 0 

滝沢市 1 0 0 

計 16 2 1 

県
南 

遠野市 9 0 0 

一関市 8 0 0 

花巻市 5 0 0 

奥州市 4 2 2 

北上市 3 0 0 

平泉町 3 0 0 

計 32 2 2 

沿
岸 

釜石市 7 3 1 

大船渡市 1 1 0 

大槌町 1 0 0 

計 9 4 1 

県
北 

久慈市 1 0 0 

計 1 0 0 

合計 58 8※ 4 

 

                           ※ 制限区域の状況：児童福祉施設周辺 2件、 

 住居専用地域 7 件(うち１件は児童と重複) 

                                                                  学校周辺 0件 

田野畑村

岩泉町

山田町

宮古市

大槌町

釜石市

住田町

陸前高田市

大船渡市

一戸町

九戸村

軽米町

二戸市

野田村

普代村

洋野町

久慈市

滝沢市

紫波町

岩手町

葛巻町

雫石町

八幡平市

矢巾町

盛岡市

平泉町

金ケ崎町

西和賀町
遠野市

一関市

奥州市

北上市

花巻市

 
⑶ 休廃業等の状況 

 事項 現状 

① 事業廃止 R3.1.12までの県内の事業廃止件数：12件 

【事業廃止理由】旅館業の営業許可3件、宿泊者がないこと（コロナ禍以外）2

件、コロナ禍(感染の懸念)1件、死亡1件、その他事業者の自己都合5件(住宅

の利用方法の変更 等) 

② コロナ禍

の影響 

・複数の事業者において宿泊者数の減少 

・複数の事業者において休業 

・届出を躊躇している相談者がある。 

③ 宿泊者か

らの苦情

等 

特になし 

④ その他 ・振興局農政部からの紹介による農林漁家民泊の事業者からの相談があり、うち

複数の事業者が届出に至っている。 

・市町村から勧められた事業者からの相談が複数あり、届出に至るケースもあ

る。 

・振興局農政部が毎年開催している農林漁家民泊の事業者への衛生講習会にお

いて、振興局環境衛生課職員が民泊制度に係る説明の講師を務めている。 

  

※ 全国等の届出住宅数 

(R3.1.12時点。観光庁公表） 

・全国19,570件 

【東北の内訳】 

① 宮 城県 ( 仙台 市含

む。)89件 

②福島県72件 

③岩手県58件 

④青森県40件 

⑤秋田県24件 

⑥山形県19件 

 

（ ⇒ 全国等の届出状況

の詳細については、資

料4のとおり。） 
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４ 法、条例の現状、課題等 

  住宅宿泊事業の実施機関である広域振興局保健福祉環境部及び保健福祉環境センター（県内９箇所）

へ書面ヒアリング(R2.12)を実施し、法、条例の現状、課題等について、次のとおり取りまとめた。 

 ⑴ 法に係る事項 

 事項 現状、課題 左への対応 

① 住宅宿泊

事業の届

出に係る

手続き 

届出書に係る記載事項※1 及び添付書類※2 の

多さや、関係する他法令(消防法等)の手続きの

多さにより、届出に至らない事例が散見され、

また、届出まで時間を要する事例があること。 

「届出書に係る記載事項及び

添付書類の削減、他法令を含む

規制緩和」の検討が必要ではな

いかと考えられる旨、国のアン

ケート調査(1/22期限)へ回答 

② 民泊制度

運営シス

テム（※民泊

の届出・報告等

に係る全国共通

管理システム） 

・システム未利用者が多いこと等から、２か月

に１度の、事業者の宿泊実績報告（定期報告）

に係るシステム代行入力や報告督促のために、

担当職員が多くの労力を要していること。 

・定期報告を負担に感じている事業者が複数あ

ること。 

「民泊制度運営システムの利

用促進、定期報告の見直し（簡

略化等）」の検討が必要ではない

かと考えられる旨、国のアンケ

ート調査(同)へ回答 

③ 生活環境

の悪化、 

違法民泊 

・H30年度に、騒音の苦情が１件あったが、指

導により改善され、その後は苦情なし。 

・違法民泊は確認されていない。 

・定期的な立入検査(２年に１

度)等による指導監督の継続 

・監視を継続 

  ※1 届出書記載事項：「届出住宅の状況（『生活の本拠or別宅等』、『戸建てor集合住宅等』、『賃貸住宅か』等）」、 

「宿泊室の面積」、「宿泊者の使用に供する部分（宿泊室以外）の面積」等 

※2 添付書類：「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長証明書」、「届出住宅の

登記事項証明書」、「届出住宅の非常用照明器具や防火対応等に係るチェックリスト」、「賃貸人が届

出住宅を民泊に使用することを承諾したことを証する書類（賃貸住宅の場合）」等 

⑵ 条例に係る事項 

 事項 現状 

① 事業者・相談者の状

況、意見等 

・振興局から、「１年ごとに制限解除の認定の更新を要することは事業

者にとって負担ではないか」との意見があった。 

・条例施行時である H30年度に、制限区域の事業者から「条例での制限

をすることは、観光振興の面からいかがなものか」との意見があった。 

② 制限解除の手続き

をしない理由 

 制限区域の8件の住宅のうち、制限解除の手続きをしていない4件（※ 

いずれも住居専用地域）の理由は次のとおり。 

・コロナ禍により休業中：2件 

・土日祝日のみの営業のため：1件 

・届出はしたものの、実際の営業はしていないため：1件 

③ 制限区域の関係者

（児童福祉施設等）

からの意見等 

 特になし 
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５ 条例施行状況（条例改正要否等）の検討に向けての論点整理について 

 ⑴ 論点整理（案） 

 論点 現在の規定（規制） 左の制定時の考え方 

Ⅰ 制限する

区域は適

切か（条例

第２条関

係） 

・ 学校周辺（敷地周囲

100メートル以内） 

・ 児童福祉施設周辺（敷

地周囲 100 メートル以

内） 

 

 

・ 住居専用地域及び 

田園住居地域 

・ 学校周辺及び児童福祉施設周辺 

旅館業法（宿泊事業に係る一般法）の規定によ

り、学校や児童福祉施設の設置者等の意見を聴い

た上で、学校等の清純な施設環境が著しく害され

るおそれがあると認めるときは旅館業の許可を与

えないことができるとされている区域であること

を踏まえたこと。 

・ 住居専用地域等 

旅館業の施設の立地が、建築基準法により制限

されている区域であることを踏まえたこと。 

Ⅱ 制限する

期間は適

切か（条例

第２条関

係） 

平日等を制限 

・ Ⅰの三つの区域のいず

れも、土日祝日は営業可 

・ 学校周辺は、土日祝日

に加えて、休業日(夏休

み、冬休み等)も営業可 

・ 学校周辺、児童福祉施設周辺については、生活

環境悪化を防止するため、児童、生徒が通学、通

所する日の営業を制限すべきと考えられること。 

・ 住居専用地域等については、学校及び児童福祉

施設周辺の制限期間との調整を考慮し、平日を制

限することが妥当と考えられること。 

Ⅲ 制限解除

の認定の

有効期間

は適切か

（規則第

３条第２

項関係） 

認定の有効期間：１年 

（更新可） 

・ 本県の他制度においても、本来課される制限を

例外的に除外する場合の許可等の有効期間は１年

以内としていることを踏まえたこと。（例：火薬類

の譲渡許可・譲受許可（許可有効期間 （最大） ６

か月）、漁港での土砂の採取等許可（同 １年）、駐

車禁止場所等への駐車許可（同 １年） 等） 

・ 同様の制度を有する県の中で認定の有効期間を

定めている県の有効期間が１年であることを踏ま

えたこと。 

 ⑵ 論点整理への対応 

   次の事項を実施の上、論点に係る検討を行う。 

ア 関係団体等を対象としたヒアリング又はアンケート（意見照会） 

(ア) 関係団体（岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合、岩手県観光協会 等） 

(イ) 市町村 

(ウ) 民泊事業者（制限区域内の事業者） 

(エ) 庁内関係部（商工労働観光部、農林水産部） 

イ 条例を制定した道府県へのアンケート調査（以下、アンケート予定項目） 

(ア) 条例施行状況（現状、課題等） 

(イ) 条例改正状況、改正予定（改正（予定）の場合は改正内容） 等 
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６ 今後のスケジュール 

現時点では、次のスケジュールにより条例施行状況（条例改正要否等）の検討を行う予定である。 

なお、国における法施行状況の検討の進捗等により変更する可能性がある。 

 ⑴ 条例施行状況（条例改正要否等）の検討のために実施する予定の事項 

時期 対応事項（環境審議会住宅宿泊事業特別部会（以下「民泊特別部会」という。）における検討） 

R3.2.5 R2民泊泊特別部会：条例の施行状況等（論点整理等） 

R3.6頃 R3民泊特別部会①：論点に係る調査・検討結果の審議 

R3.9頃 R3民泊特別部会②：「検討結果に係る報告書（案）」の審議 

R3.12頃 R3民泊特別部会③：「検討結果に係る報告書」の決定 

⑵ ⑴による検討結果が出た後に実施する事項（予定） 

ア 条例改正を行う場合に実施する主な事項 

・ 県議会へ条例改正案を提案 

・ 条例改正に伴う規則改正 

・ 環境審議会（親会）及び民泊特別部会へ条例改正等に係る報告 

イ 条例改正を行わない場合に実施する主な事項 

・ 環境審議会（親会）へ「検討結果に係る報告書」の報告 

・ 県議会（環境福祉委員会）へ「検討結果に係る報告書」の報告 

 

5 


